
 

 

京都市告示第   号 

京都市公有財産及び物品条例第２条第２項及び古都における歴史的風土の保存に関す

る特別措置法施行細則第１１条の規定に基づき、同細則第１０条の規定により使用を許可

する古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第１２条第１項の規定により本市

が買い入れた土地に係る使用料の額を定めたので、告示します。 

令和８年４月１日 

京都市長 松 井 孝 治   

１ 農地 

歴史的風土特別 

保存地区の区分 
使用目的 

１平方メートル 

当たりの使用料 

全地区 

水稲耕作 ５．１３８円 

野菜栽培 ８．０２２円 

２ 森林 

歴史的風土特別 

保存地区の区分 

１平方メートル 

当たりの使用料 

嵯峨野歴史的風土 

特別保存地区 
０．７７０円 

小倉山歴史的風土 

特別保存地区 
０．１６７円 

 

（都市計画局都市景観部風致保全課） 
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